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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位電気フィードスルー（１０）を有する内視鏡（２）であって、内視鏡シャフト（４
）を備え、前記内視鏡シャフト（４）が、電磁アクチュエータ（３０）及び前記アクチュ
エータ（３０）によって前記内視鏡シャフト（４）の長手方向に変位可能な遠位光学アセ
ンブリを備える遠位配置された対物ユニット（２０）を有し、更には、入射光の方向にお
いて前記遠位光学アセンブリの後ろに配置された近位光学アセンブリを備える近位ユニッ
ト（５０）を有し、前記対物ユニット（２０）が、内視鏡（２）の組立て時に前記内視鏡
シャフト（４）の長手方向軸（６）の周りに前記近位ユニット（５０）に対して回転可能
であり、前記組立て後に前記近位ユニット（５０）に対して回転しないように強固に固定
され、前記アクチュエータ（３０）に電流を供給するための少なくとも１つのケーブル（
１２）が、前記近位ユニット（５０）から前記対物ユニット（２０）に導入される、内視
鏡（２）において、
　前記ケーブル（１２）は、前記近位ユニット（５０）から前記対物ユニット（２０）へ
の移行部に余長（１４）を有し、前記余長（１４）が前記対物ユニット（２０）の外周の
少なくとも半分である内視鏡（２）。
【請求項２】
　請求項１記載の内視鏡（２）であって、
　前記余長（１４）が、前記対物ユニット（２０）の外周に少なくとも等しいことを特徴
とする内視鏡（２）。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の内視鏡（２）であって、
　周溝（１８）が、前記対物ユニット（２０）と前記近位ユニット（５０）との間に配置
され、前記周溝（１８）内で、前記ケーブルの前記余長（１４）が走り、前記周溝（１８
）は、前記ケーブル（１２）の断面積の少なくとも３倍の断面積、更には、前記ケーブル
（１２）の太さに少なくとも対応する高さを有することを特徴とする内視鏡（２）。
【請求項４】
　請求項３記載の内視鏡（２）であって、
前記周溝（１８）は、前記ケーブル（１２）の断面積の５倍を超える断面積を有すること
を特徴とする内視鏡（２）。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項記載の内視鏡（２）であって、
　前記対物ユニット（２０）は、内視鏡（２）の組立て時に、前記近位ユニット（５０）
に対して少なくとも±１８０°回転可能であることを特徴とする内視鏡（２）。
【請求項６】
　請求項５記載の内視鏡（２）であって、
　前記対物ユニット（２０）は、内視鏡（２）の組立て時に、前記近位ユニット（５０）
に対して少なくとも±３６０°回転可能であることを特徴とする内視鏡（２）。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の内視鏡（２）であって、
　前記近位ユニット（５０）に対する前記対物ユニット（２０）の最大回転を前記ケーブ
ル（１２）の前記余長（１４）に制限する回転制限停止部を備えることを特徴とする内視
鏡（２）。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の内視鏡（２）であって、
　前記対物ユニット（２０）は、前記内視鏡シャフト（４）の長手方向において、前記近
位ユニット（５０）に対して変位可能であることを特徴とする内視鏡（２）。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の内視鏡（２）であって、
　前記近位ユニット（５０）は、少なくとも１つの画像センサ（５６）と、１つの制御及
び読出電子デバイス（５８）と、を有し、前記アクチュエータ（３０）は、前記制御及び
読出電子デバイス（５８）に接続されることを特徴とする内視鏡（２）。
【請求項１０】
　請求項９記載の内視鏡（２）であって、
　前記アクチュエータ（３０）は、前記ケーブル（１２）によって前記制御及び読出電子
デバイス（５８）に接続されることを特徴とする内視鏡（２）。
【請求項１１】
　遠位電気フィードスルー（１０）を有する内視鏡（２）であって、内視鏡シャフト（４
）を備え、前記内視鏡シャフト（４）が、電磁アクチュエータ（３０）及び前記アクチュ
エータ（３０）によって前記内視鏡シャフト（４）の長手方向に変位可能な遠位光学アセ
ンブリを備える遠位配置された対物ユニット（２０）を有し、更には、入射光の方向にお
いて前記遠位光学アセンブリの後ろに配置された近位光学アセンブリを備える近位ユニッ
ト（５０）を有し、前記アクチュエータ（３０）に電流を供給するための少なくとも１つ
のケーブル（１２）が、前記近位ユニット（５０）から前記対物ユニット（２０）に導入
される内視鏡（２）を組立てるための方法であって、
　以下の方法ステップ：
　ａ）前記ケーブル（１２）が、前記近位ユニット（５０）から前記対物ユニット（２０
）への移行部に、前記対物ユニット（２０）と前記近位ユニット（５０）との間における
前記対物ユニット（２０）の外周の少なくとも半分の余長（１４）を持って設置されるス
テップ、
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　ｂ）最適な光学画像再生に調整するために、前記対物ユニット（２０）が、前記内視鏡
シャフト（４）の長手方向軸（６）の周りに、前記近位ユニット（５０）に対して回転さ
れるステップ、及び、
　ｃ）光学画像再生に最適な位置に達した後、前記対物ユニット（２０）が、前記近位ユ
ニット（５０）に対して回転しないように固定されるステップ
　を有する方法。
【請求項１２】
　遠位電気フィードスルー（１０）を有する内視鏡（２）であって、内視鏡シャフト（４
）を備え、前記内視鏡シャフト（４）が、電磁アクチュエータ（３０）及び前記アクチュ
エータ（３０）によって前記内視鏡シャフト（４）の長手方向に変位可能な遠位光学アセ
ンブリを備える遠位配置された対物ユニット（２０）を有し、更には、入射光の方向にお
いて前記遠位光学アセンブリの後ろに配置された近位光学アセンブリを備える近位ユニッ
ト（５０）を有し、前記アクチュエータ（３０）に電流を供給するための少なくとも１つ
のケーブル（１２）が、前記近位ユニット（５０）から前記対物ユニット（２０）に導入
される請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の内視鏡（２）を組立てるための方
法であって、
　以下の方法ステップ：
　ａ）前記ケーブル（１２）が、前記近位ユニット（５０）から前記対物ユニット（２０
）への移行部に、前記対物ユニット（２０）と前記近位ユニット（５０）との間における
前記対物ユニット（２０）の外周の少なくとも半分の余長（１４）を持って設置されるス
テップ、
　ｂ）最適な光学画像再生に調整するために、前記対物ユニット（２０）が、前記内視鏡
シャフト（４）の長手方向軸（６）の周りに、前記近位ユニット（５０）に対して回転さ
れるステップ、及び、
　ｃ）光学画像再生に最適な位置に達した後、前記対物ユニット（２０）が、前記近位ユ
ニット（５０）に対して回転しないように固定されるステップ
　を有する方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は請求項１２記載の方法であって、
　方法ステップａ）において、前記ケーブル（１２）が、前記移行部に、前記対物ユニッ
ト（２０）と前記近位ユニット（５０）との間における前記対物ユニット（２０）の外周
に少なくとも等しい余長（１４）を持って設置されることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１１から請求項１３のいずれか１項記載の方法であって、
　方法ステップａ）において、前記ケーブル（１２）の前記余長（１４）は、前記ケーブ
ル（１２）の断面積の少なくとも３倍の断面積、及び、前記ケーブル（１２）の太さに少
なくとも対応する高さ、に対応する周溝（１８）に挿入されることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載の方法であって、
　方法ステップａ）において、前記ケーブル（１２）の前記余長（１４）は、前記ケーブ
ル（１２）の断面積の５倍を超える断面積に対応する周溝（１８）に挿入されることを特
徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１１から請求項１５のいずれか１項記載の方法であって、
　方法ステップａ）において、前記余長（１４）を有する前記ケーブル（１２）は、前記
対物ユニット（２０）の外周に巻き付けられ、方法ステップｃ）において、前記ケーブル
（１２）は、前記対物ユニット（２０）の回転時に前記ケーブルの最大巻き付け位置から
解かれることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１４又は請求項１５記載の方法であって、
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　方法ステップａ）において、前記余長（１４）を有する前記ケーブル（１２）は、最初
に、前記対物ユニット（２０）に巻き付けられることなく前記周溝（１８）に挿入される
ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１１から請求項１７のいずれか１項に記載の方法であって、
　前記対物ユニット（２０）の回転は、前記ケーブル（１２）の前記余長（１４）の最大
偏倚に達する前に制限されることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１１から請求項１８のいずれか１項に記載の方法であって、
　前記対物ユニット（２０）は更に、前記近位ユニット（５０）に対して前記内視鏡シャ
フト（４）の長手方向に変位させられることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１１から請求項１９のいずれか１項に記載の方法であって、
　前記対物ユニット（２０）は、方法ステップｂ）の前又は後に、前記近位ユニット（５
０）及び前記ケーブル（１２）と共に、被覆チューブ内に導入されることを特徴とする方
法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、遠位電気フィードスルーを有する内視鏡であって、内視鏡シャフトを備え、
内視鏡シャフトが、電磁アクチュエータ及び当該アクチュエータによって内視鏡シャフト
の長手方向に変位可能な遠位光学アセンブリを備える遠位配置された対物ユニットを有し
、更には、入射光の方向において遠位光学アセンブリの後ろに配置される近位光学アセン
ブリを備える近位ユニットを有し、対物ユニットが、内視鏡の組立て時に内視鏡シャフト
の長手方向軸の周りに近位ユニットに対して回転され得て、また、アセンブリ後に近位ユ
ニットに対して回転しないように強固に固定され、アクチュエータに電流を供給するため
の少なくとも１つのケーブルが、近位ユニットから対物ユニットに導入される内視鏡に関
する。本発明は、更に、遠位電気フィードスルーを有する内視鏡を組立てるための方法に
関する。
【０００２】
　ビデオ内視鏡及び他の内視鏡のレンズ系に関して、レンズ系の傷は、画像センサユニッ
トの内視鏡の組立て時に、対物レンズを、その軸の周りに最良画像品質に達するまで回転
させることによって補償される。その後、対物レンズは、この回転アライメントで画像セ
ンサに対して設置又は固定される。こうして、内視鏡のレンズ系のレンズ及び他の光学活
性要素を傾斜させることから生じる光学画像の傷が最小にされる。更なる遠位要素、すな
わち、内視鏡の内視鏡シャフトの先端の要素は、例えば焦点範囲を調整するために、例え
ば、内視鏡のレンズ系のレンズ群の一部をシフトさせることが可能な電磁アクチュエータ
である。
【０００３】
　内視鏡で使用される既知の電磁アクチュエータは、固定点で終点及び始点を有するコイ
ルワイヤを有するコイルを備える。アクチュエータを最大効率で動作させ、それにより、
最大限の小型化を可能にするために、コイルワイヤは、磁極片内の小さな開口を通して又
は磁石を通して案内されなければならない。これは、コイルワイヤをその位置に固定する
。
【０００４】
　コイルワイヤは、近位配置される制御ユニット、例えば画像センサユニット、又は、Ｃ
ＣＤユニットからの部品に電気接続されなければならない。直接接続があるとき、コイル
ワイヤを切ることなくＣＣＤユニットに対して対物レンズを回転させることは不可能であ
る。アクチュエータを作動して、それにより記録画像を完全に評価できるように、回転プ
ロセス中にはコイルワイヤが既にＣＣＤに接続されていることも重要である。
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【０００５】
　したがって、本発明の基本的な目的は、内視鏡の対物ユニット用の電気フィードスルー
であって、それにより組立て時に最適画像品質を設定することが可能である電気フィード
スルーを作成することにある。
【０００６】
　この目的は、遠位電気フィードスルー（ｆｅｅｄ－ｔｈｒｏｕｇｈ）を有する内視鏡に
よって達成され、内視鏡は、内視鏡シャフトを備え、内視鏡シャフトは、電磁アクチュエ
ータ及び当該アクチュエータによって内視鏡シャフトの長手方向に変位可能な遠位（ｄｉ
ｓｔａｌ）光学アセンブリを備える遠位配置された対物ユニットを有し、更には、入射光
の方向において遠位光学アセンブリの後ろに配置された近位（ｐｒｏｘｉｍａｌ）光学ア
センブリを備える近位ユニットを有し、対物ユニットは、内視鏡の組立て時に内視鏡シャ
フトの長手方向軸の周りに近位ユニットに対して回転され得て、組立て後に近位ユニット
に対して回転しないように強固に固定され、アクチュエータに電流を供給するための少な
くとも１つのケーブルは、近位ユニットから対物ユニットに導入され、更に、ケーブルは
、近位ユニットから対物ユニットへの移行部において余長を有し、余長は、対物ユニット
の外周の少なくとも半分である、特には、対物ユニットの外周に少なくとも等しい点で発
展される。
【０００７】
　本発明に係るこの解決策は、電気接続が既に確立されているけれども、内視鏡の組立て
時に対物ユニットが近位ユニットに対して回転できるようにケーブルの余長を設けること
によって、電気フィードスルーが回転的に柔軟に維持されるという基本概念に基づく。本
発明の文脈内で、近位ユニットに対する対物ユニットの光学アライメントは、同様に、内
視鏡の組立てにおいて重要である。これは、画像センサを備え得る近位ユニットに対して
対物ユニットが回転している間に最適画像品質を評価することを可能にする。フレキシブ
ルに設計されたケーブルの余長は、回転中のその変形によって、近位ユニットに対する対
物ユニットの回転を補償する。
【０００８】
　対物ユニット及び近位ユニットは、組立て時に一方又は両方のユニットの互いに対する
回転並びに固定、例えば接着剤による固定、又は、ねじ及びリング等の機械的固着手段に
よる固定を可能にする共通ホルダ内で通常保持される。他の適した固定手段又は方法もま
た使用され得る。
【０００９】
　対物ユニットが近位ユニットに対して少なくとも３６０°回転することを可能にするた
め、余長は、対物ユニットの外周の少なくとも半分であり、対物ユニットの周りで、ケー
ブルの余長は、巻き付けられ及び解かれる。これは、±１８０°、すなわち、全体で３６
０°の回転を可能にする。安全のためには、少しの余分な量が有用である。回転中、ケー
ブルは相応して、対物ユニットに巻き付く。
【００１０】
　例えば、最適画像が、考えられる最大偏倚（ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）の前に達成される
ことで、ケーブルの余長全体が必要とされない場合、その余分なケーブルは、対物レンズ
又は対物ユニットの周りにループ状に配置され得る。これは、また、対物ユニット及び近
位ユニットの回転アライメントのためだけでなく、並進アライメントのために有用である
。対物ユニット及び近位ユニットの整列した組合せ体は、その後、被覆チューブに挿入さ
れる、又は、最初に被覆チューブに挿入され、その後、位置調整され得る。
【００１１】
　ケーブルの余長を安全に格納し、また同時に、ケーブルが適切に巻き付き解かれること
を保証するため、ケーブルの余長がその中で走る周溝を対物ユニットと近位ユニットとの
間に配置することが好ましく、周溝は、ケーブルの断面積の少なくとも３倍の、特に５倍
を超える断面積、更には、ケーブルの太さに少なくとも対応する高さを有する。したがっ
て、周溝は、巻き付け及び巻き戻しのために、あるいは１８０°ターンを実施するために
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、それぞれ高さ又は深さと、全断面積との両方の点で十分な空間を有するケーブルを提供
する。対物ユニットが、内視鏡の組立て時に、近位ユニットに対して少なくとも±１８０
°、特に少なくとも３６０°回転できることが更に好ましい。
【００１２】
　ケーブルが度を越した回転によってねじって切られることを防止するため、近位ユニッ
トに対する対物ユニットの最大回転をケーブルの余長に制限する回転制限停止部が有利に
は設けられる。これらの回転制限停止部は、好ましくは、光学ユニット上と近位ユニット
上の両方に、また、別の有利な実施形態では、光学ユニット、並びに、光学ユニット及び
近位ユニットが導入される周囲チューブ上に配置される。これらは、好ましくは、形状フ
ィット制限を構成する突出部である。
【００１３】
　１つの有利な発展において、対物ユニットは、内視鏡シャフトの長手方向に近位ユニッ
トに対して変位可能である。
　好ましくは、近位ユニットは、少なくとも１つの画像センサ並びに１つの制御及び読出
電子デバイスを有し、アクチュエータは、制御及び読出電子デバイスに接続され、特にケ
ーブルによって接続される。電磁アクチュエータは、この場合、近位ユニットの制御及び
読出電子デバイスによって制御される。
【００１４】
　本発明の基礎的な目的は、遠位電気フィードスルーを有する内視鏡であって、内視鏡シ
ャフトを備え、内視鏡シャフトが、電磁アクチュエータ、及び、当該アクチュエータによ
って内視鏡シャフトの長手方向に変位可能な遠位光学アセンブリを備える遠位配置された
対物ユニットを有し、更には、入射光の方向において遠位光学アセンブリの後ろに配置さ
れた近位光学アセンブリを備える近位ユニットを有し、対物ユニットが、内視鏡シャフト
の長手方向軸の周りに近位ユニットに対して回転され得て、アクチュエータに電流を供給
するための少なくとも１つのケーブルが、近位ユニットから対物ユニットに導入される内
視鏡、特には、本発明による上述した内視鏡を組立てるための方法によって達成され、方
法は、以下の方法ステップ：
ａ）ケーブルが、近位ユニットから対物ユニットへの移行部に、対物ユニットと近位ユニ
ットとの間における対物ユニットの外周の少なくとも半分の余長、特には、対物ユニット
の外周に少なくとも等しい余長を持って設置されるステップ、
ｂ）最適な光学画像再生に調整するために、対物ユニットが、内視鏡シャフトの長手方向
軸の周りに、近位ユニットに対して回転されるステップ、及び、
ｃ）光学画像再生に最適な位置に達した後、対物ユニットが、近位ユニットに対して回転
しないように固定されるステップ
を有する。
【００１５】
　本発明に係る内視鏡は、この方法によって設置され、それにより方法は、また、上述し
た本発明に係る内視鏡に関して述べた利点、特性、及び特徴を実現する。
　有利には、方法ステップａ）において、ケーブルの余長は、ケーブルの断面積の少なく
とも３倍の、特に５倍を超える断面積に対応する断面積、及び、ケーブルの太さに少なく
とも対応する高さを有する周溝に挿入される。
【００１６】
　有利には、方法ステップａ）において、余長を有するケーブルは、対物ユニットの外周
に巻き付けられ、方法ステップｃ）において、ケーブルは、対物ユニットの回転時にケー
ブルの最大巻き付け位置から解かれる。ワイヤ又はケーブルのそれぞれは、それにより、
アラインメントの前に対物ユニットに巻き付けられる。所望のアライメントに応じて、こ
れは、±１８０°のアライメントの場合には対物ユニットの外周の約半分で、又は、３６
０°のアライメントの場合には全外周の周りに少なくとも１回行われ得る。ケーブルを解
く回転は、巻き付け方向と逆である。ケーブルを大部分又は完全に解くような大きな回転
角度が必要とされる場合、ケーブルはまた、対物ユニットの周りにループ状に配置され得
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る。
【００１７】
　あるいは、方法ステップａ）において、余長を有するケーブルは、最初に、対物ユニッ
トに巻き付けられることなく溝に挿入される。
　電気フィードスルーの安全のために、対物ユニットの回転は、ケーブルの余長の最大偏
倚に達する前に制限される。
【００１８】
　１つの有利な実施形態において、対物ユニットは更に、近位ユニットに対して内視鏡シ
ャフトの長手方向にシフトされる。
　好ましくは、対物ユニットは、方法ステップｂ）の前又は後に、近位ユニット及びケー
ブルと共に、被覆チューブ内に導入される。
【００１９】
　本発明の更なる特徴は、特許請求の範囲及び添付図面と共に本発明に係る実施形態の説
明から明らかになる。本発明による実施形態は、個々の特徴又は幾つかの特徴の組合せを
実現し得る。
【００２０】
　本発明は、図面を参照して例示的な実施形態に基づき、本発明の基本的な思想を制限す
ることなしに以下で述べられ、それにより、本発明者等は、本文ではより詳細には説明さ
れない本発明に係る全ての詳細の開示に関して、図面を明確に参照する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る内視鏡２の内視鏡シャフト４の遠位領域の断面を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明に係る内視鏡２の内視鏡シャフト４の遠位領域の断面を概略的に示す。
内視鏡シャフト４は、長手方向軸６に沿って細長い。更に、内視鏡２の種々のレンズ群を
通るビーム経路８、８’、８”もまた描かれる。これらは、左から、エントリ窓２２を通
過して、レンズ２４Ｉ、２４ＩＩ、２４ＩＩＩ、２４ＩＶを有する第１のレンズ群に入り
、レンズ２４Ｖ、２４ＶＩ、２４ＶＩＩ、２４ＶＩＩＩを有する第２のレンズ群によって
、光通過窓５４Ｉ、５４ＩＩによって保護される画像センサ５６に更に向かうように案内
される。これは、画像記録及び評価をコントロールする制御及び読出電子デバイス５８に
接続される。
【００２３】
　レンズ２４Ｉ～２４ＶＩＩＩは、対物ユニット２０の対物チューブ２６内に保持される
対物ユニット２０のレンズ群を形成する。対物チューブ２６の周りには、電磁アクチュエ
ータ３０が配置され、電磁アクチュエータ３０は、コイル３２、２つの永久磁石リング３
４、３５、及び対物チューブ２６の外側のヨーク３６、更には、対物チューブ２６の内側
のロータ３８を有し、ロータ３８は、アクチュエータ３０の外側部品に磁気的に動作可能
に接続され、コイル３２への電流印加及び非印加によって、２つの端位置に移動（シフト
）され得る。これらの端位置は、それぞれ対物ユニット２０の最も前のレンズ群用のホル
ダ２８に、又は、対物チューブ２６自体に配置される遠位停止部４０及び近位停止部４２
によって規定される。
【００２４】
　同様に２４ＶＩ、２４ＶＩＩ、２４ＶＩＩＩが配置される対物チューブ２６の近位セク
ションは、近位ユニット５０の近位チューブ５２に挿入され、そこで長手方向軸６の周り
に回転可能に取付けられる。近位ユニット５０は、光通過窓５４Ｉ、５４ＩＩ、画像セン
サ５６、並びに、制御及び読出電子デバイス５８を備える。
【００２５】
　近位ユニット５０と対物ユニット２０との間には、オーバサイズで描かれた電気フィー
ドスルー１０が概略的に描かれ、電気フィードスルー１０は、余長１４を有するケーブル
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１８の外周の周りの巻線１６を描く。この場合、余長は、対物ユニット２０の外周の３６
０°以上である。ケーブル１２は、アクチュエータ３０のコイル３２で終端する。溝１８
は、近位ユニット５０に対して対物ユニット２０が回転する際、ケーブル１２が内視鏡シ
ャフト４の長手方向軸６の周りで展開するのに十分な空間を提供する。代替的に、図１に
示されない被覆チューブへの挿入前に近位ユニット５０に対して対物ユニット２０を位置
調整すること、及び、被覆チューブへの挿入前に、ケーブル１２の余長１４を溝１８又は
好適な隙間に隠すこと、又は、被覆チューブ内で近位ユニット５０に対して対物ユニット
２０を完全に位置調整することが可能である。
【００２６】
　図面から単独で読み取られる特徴を含む全ての言及された特徴、及び、他の特徴と組合
せて開示される個々の特徴は、単独でまた組合せにより、本発明に本質的なものと考えら
れる。本発明による実施形態は、個々の特徴又は幾つかの特徴の組合せを実現し得る。本
発明の範囲内で、「特に（ｉｎ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ）」又は「好ましくは（ｐｒｅｆ
ｅｒａｂｌｙ）」によって指定される特徴は、任意選択の特徴である。
【００２７】
　［参照符号リスト］
２　内視鏡、
４　内視鏡シャフト、
６　長手方向軸、
８、８’、８”　ビーム経路、
１０　電気フィードスルー、
１２　ケーブル、
１４　余長、
１６　巻線、
１８　溝、
２０　対物ユニット、
２２　エントリ窓、
２４Ｉ～ＶＩＩＩ　レンズ、
２６　対物チューブ、
２８，２９　ホルダ、
３０　電磁アクチュエータ、
３２　コイル、
３４　永久磁石リング、
３５　永久磁石リング、
３６　ヨーク、
３８　ロータ、
４０　遠位停止部、
４２　近位停止部、
５０　近位ユニット、
５２　近位チューブ、
５４Ｉ，ＩＩ　光通過窓、
５６　画像センサ、
５８　制御及び読出電子デバイス
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